
船舶事故調査報告書 

平成２８年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年５月２１日 ０３時１２分ごろ 

発生場所 高知県大月町柏島南南東方沖 

 柏島灯台から真方位１５１°８.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°３８.７′ 東経１３２°４２.１′） 

事故の概要  貨物船CAPE
ケ ー プ

 MIDORI
ミ ド リ

は、西進中、また、漁船第五十八海
かい

栄
えい

丸は、南

南東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年５月２６日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 CAPE MIDORI（パナマ共和国籍）、１０７,０５４トン 

   ９５３１８６８（ＩＭＯ番号）、SCORPIO LINE SHIPPING S.A. 

Ｂ 漁船 第五十八海栄丸、４.９トン 

   ＥＨ３－７２６４３（漁船登録番号）、個人所有 

   第２８２－２１１８７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ（フィリピン共和国籍）、締約国資格受有者承認証 二

等航海士（パナマ共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、航海士Ａ及び甲板手が船橋当直につき、法定灯火を表示

し、約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵

により西進していた。 

 航海士Ａは、レーダーで右舷船首方にＢ船を探知し、Ｂ船が１Ｍ付

近に接近した際、探照灯を照射して注意喚起を行ったところ、Ｂ船の

舷灯が緑灯から紅灯のみになったので、Ｂ船がＡ船の船首方を通過す

ると思い、同じ針路及び速力で航行を続けた。 

 船長Ａは、０４時０５分ごろ海上保安庁から漁船との接近について

問合せがあった後、海上保安庁の捜査を受けてＢ船との衝突の事実を

知った。 

 Ｂ船は、法定灯火を表示し、船長Ｂが操舵室の椅子に腰を掛け、自

動操舵により約１１knの速力で漁場に向けて南南東進していた。 

 船長Ｂは、左舷船首方にＡ船の灯火を認めた後、レーダーでＡ船が

１.５～３Ｍの間に映っていることを確認し、Ｂ船がＡ船の船首方を



通過するものの、接近すればＡ船がＢ船を避けるものと思い、針路及

び速力を保持して航行したところ、Ａ船とＢ船とが衝突した。 

分析  Ａ船は、航海士Ａが、右舷船首方から接近するＢ船がＡ船の船首方

を通過すると思い、Ｂ船に対する見張りを適切に行っていなかったこ

とから、同じ針路及び速力で航行を続けたものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、Ｂ船が左舷側から接近するＡ船の船首方を通過

するものの、接近すればＡ船がＢ船を避けるものと思い、Ａ船に対す

る見張りを適切に行っていなかったことから、針路及び速力を保持し

て航行を続けたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船の航海士Ａ及びＢ船の船長Ｂが共に見張りを

適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


